
令和８年度

社会教育・文化芸術事業補助金

補助事業募集の御案内

社会教育・文化芸術事業補助金とは？

この補助金は、市民の皆さんが行う社会教育活動と文化芸術活動を支援する制度です。

社会教育活動や文化芸術活動を行う旭川市内の団体が、家庭教育支援事業、生涯学習関係の講演

会、研修会、文化芸術関係の各種発表、展示、大会等といった事業を行う場合に必要な経費の一部

を補助することで、事業内容の拡充や新しい取組も支援することを趣旨としています。

＜ 社会教育活動に関するお問合せ、各手続書類の提出先 ＞

旭川市教育委員会 社会教育部 社会教育課

電 話：０１６６－２５－７１９０

Eメール：shakaikyoiku@city.asahikawa.lg.jp

＜ 文化芸術活動に関するお問合せ、各手続書類の提出先 ＞

旭川市教育委員会 社会教育部 文化振興課

電 話：０１６６－２５－７５５８

Eメール：bunkashinko@city.asahikawa.lg.jp

【社会教育課・文化振興課共通】

住 所：〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地

Ｆ Ａ Ｘ：０１６６－２４－７０１１
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Ⅰ．補助金制度について

１．補助の対象となる団体

補助の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす社会教育活動や文化芸術活動を行う団体

とします。

(1) 旭川市内に住所があり、市内を活動の本拠とすること。

(2) １～４団体で構成する団体の場合は、その構成員の過半数が市民であること。

(3) ５団体以上の団体で構成する連合的な組織の場合は、その構成団体の過半数が市内に

住所があり、かつ活動の拠点があること。

(4) 団体の運営に関する規約・定款等があり、代表者又は役員が置かれていること。

(5) 事業の目的や内容が適正で、予算・決算等の会計経理が適正に行えること。

※枠内の要件を満たしていても、次のいずれかに該当する団体は対象となりません。

・営利を目的とする団体

・政治活動、宗教活動を目的とする団体

・学校の部活動、企業内の同好会などの団体

・その他市長が適当でないと認める団体

２．補助の対象となる事業

上記１の要件を満たす団体が、令和8年４月１日から令和9年３月３１日までの期間内に開

催する家庭教育支援事業、生涯学習関係の講演会や研修会、文化芸術関係の各種発表、展示、大

会等といった事業で、次の要件を全て満たすものを対象とします（※団体そのものの維持・運営

に関する事業は対象となりません。）。

(1) 家庭教育支援事業のみ

保護者又は地域住民に対し、家庭教育に関する学習機会の提供等を行うもので、学習

活動日が５日以上のもの ※家庭教育支援事業を選択する場合は、「家庭教育支援事業

要領（４ページ）」を御確認ください。

(2) 家庭教育支援事業、その他の社会教育事業・文化芸術事業共通

ア 社会教育活動の充実と地域の教育力の向上や、文化芸術活動の振興と発展を主な目的

とすること。

イ 旭川市内で開催すること。

※自然体験等の体験活動については市外での開催が認められる場合があります。

ウ 団体が自ら企画し主催すること。

(3) 文化芸術事業のみ

事業主催者以外の市民に鑑賞、体験その他の参加機会を設けるなど、事業の成果が市内

に広く波及することが期待できること。

※枠内の要件を満たしていても、次のいずれかに該当する事業は対象となりません。

・専ら営利を目的とする事業

・政治的又は宗教的な普及宣伝の意図がある事業

・公序良俗に反するおそれがあると認められる事業
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・第三者への寄附又は財政的支援を行う事業

・いわゆる教授所や教室等が行うおさらい会、発表会その他これに類する事業

・学校の部活動又は企業・事業所内の団体が行う部活動、サークル活動その他これに類する事業

・この補助金以外に、旭川市又は旭川市教育委員会から、補助金・負担金等の交付若しくは会場

使用料の減免を受ける事業

・その他市長が適当でないと認める事業

３．補助の対象となる経費

補助の対象となる経費は、次の一覧のとおりです。

※令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの支払を対象とします。

＜補助対象経費一覧表＞

※補助対象外経費

・事務局経費

・食料費 ・・・・主に飲食に係る経費全般

・会議費 ・・・・打合せ等に係る会場使用料、資料作成費 など

・事前練習・準備費 ・・事業開催の前日よりも前に行うリハーサル・準備に係る経費 な

ど（※公演当日及び前日の本番リハーサル、ゲネプロは補助対象）

・事前の調査研究及び研修費 ・・事業開催の前に行う調査や研修会に係る経費 など

・団体構成員・内部講師等への謝礼

費 目 主な内容

報償・出演費 外部講師･審査員･会場整理員･監視員･運営スタッフ等謝礼金

筆耕等謝礼金、表彰物品代

指揮料、ソリスト料、伴奏料、ゲスト等出演料、舞台監督料、振付料 等

旅費 ゲスト出演者等の交通費･宿泊費･日当

作品の借用･返却に係る交通費･宿泊費･日当 等

通信運搬

・輸送費

案内等送付料

楽器･作品･道具等の運搬･輸送費、作品等梱包費 等

手数料 楽器調律料、楽譜製作料･編曲料、著作権使用料

保険料、チケット販売手数料 等

使用・賃借料 会場･控室使用料、会場附帯設備使用料 等

物品借料（楽器･作品･展示物品等）、コピー代 等

※市有施設を利用し、会場費の減免適用を受けた場合は補助金の交付は受けら

れません。

広告・宣伝

・製本費

新聞･雑誌等への広告掲載料、街頭放送料

看板･ポスター･チラシ･チケット等製作費

プログラム･図録･資料等（無料配布する場合に限る）の製作費 等

舞台・設営費 大道具･小道具等スタッフ費、衣装費、会場設営･撤去費、舞台･展示工作費 等

原材料費 舞台･展示工作物等の材料費

看板･ポスター･チラシ･チケット等材料費

プログラム･図録･資料等（無料配布する場合に限る）の材料費 等
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・記録費 ・・・・記録・保存用の冊子・写真・ＣＤ等の製作費 など

・備品購入費 ・・補助事業で使用する備品（事業終了後も団体の所有物となって繰り返し

使用できるもの）の購入に係る経費 など

・駐車代、ガソリン代

・商品・景品代

・雑費 ・・・・・その他補助対象経費一覧表の中に該当がない経費

※上記にかかわらず、事業の趣旨・目的等に沿わない経費、使途目的が不明な経費は、補

助の対象とならない場合がありますので、十分に内容を吟味して計上してください。

４．補助金の上限額

補助金額は、補助対象者の区分に応じてそれぞれ次の額を上限とします。

※補助金額は、１，０００円未満切捨てとします。

５．交付年数の制限

家庭教育支援事業については、同一団体が行う同一事業に対する補助金の交付は、連続して３

年を限度とします。ただし、補助金の交付を受けた最終年度の翌年度から起算して２年を経過し

た場合は、交付することができます。

なお、その他の社会教育事業・文化芸術事業については、制限はありません。

６．交付決定の方法

補助金の交付要件を満たすかどうかを審査し、交付を決定します。

申請のあった団体の希望金額の総額が、本市予算を超える場合は、過去に交付を受けた回数な

どにより、採択の有無及び交付金額を決定します。

７．手続の流れ

令和８年３月中旬～

令和８年４月１日（水）～

令和８年６月３０日（火）

令和８年７月下旬

補助対象者の区分 補助上限額 補助率

家庭教育支援事業を行う団体 ３万円 補助対象経費の

１０分の１０以内

その他の社会教育

事業・文化芸術事

業を行う団体

１～４団体で構成する団体 ５万円 補助対象経費の

２分の１以内５団体以上で構成する連合的な組織 １０万円

４０団体以上で構成する連合的な組織

（ただし、構成団体の文化芸術活動の

分野が多岐にわたること）

３０万円

募 集 案 内 配 布

交 付 申 請 受 付 開 始

申 請 書 審 査 ・ 交 付 決 定

交

付

申

請

書

の

提

出

交 付 申 請 締 切

※６月３０日までに事業を実施する場合は、事業実施日前に交付申請書を提出してください。

※６月３０日の締切後に予算がある場合は、７月以降でも申請を受けることがあります。
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事業区分が「家庭教育支援事業」の場合は、このページも御覧ください。

令和８年度 社会教育・文化芸術事業補助金「家庭教育支援事業」要領

家庭教育支援事業は、保護者等に家庭教育に関する学習機会を提供する事業となります。学

習の成果を家庭等で生かせるような事業を実施するものが補助金の対象となります。（子ども

を主な対象とする事業は、その他の社会教育事業となります。）

また、家庭教育支援事業を行う場合は、以下の補助要件を満たすことが必要です。「社会教

育・文化芸術活動事業補助金要綱」に定める「様式第３号－２」、「様式第１０号－２」、

「様式第１０号－３」についても、記載例を確認し、併せて提出してください。

＜補助要件＞

○学習活動日は５日以上とし、下表の学習方法のうち、学習のねらいに沿った学習方法を３種

類以上取り入れること。

〈提出書類〉

○交付申請時に提出：「家庭教育学習実施計画書」（様式第３号－２）

○実績報告時に提出：「家庭教育学習実績報告書一覧」（様式第１０号－２）

「実績報告書」（様式第１０号－３）

学習方法 内 容

①講義・講演 講師が行う講義や講演を受講する方法です。受講後に、学んだことを

参加者全員で振り返って共有すると、学びが深まります。

②話し合い 家庭教育や子育てに関する悩みや気になることなどについて交流し

たり、解決に導くための手立てを話し合ったりします。

③情報提供 望ましい生活習慣など家庭教育や子育てに関する情報を、リーフレッ

トなどで提供する方法です。提供する情報は、国や北海道、医療機関な

どが提供している信頼できる情報を入手する必要があります。

④体験学習 救命救急方法や調理実習などを実際に体験し、参加者が家庭等で実践

できるようにする方法です。学んだことや家庭等で生かしたいことを参

加者全員で振り返ると、学びが深まります。

⑤教材利用学

習

ＤＶＤやオンラインなどの視聴覚教材を利用して学習する方法です。

視聴の後には、学んだことや家庭等で生かしたいことを話し合うなど内

容を深める工夫が必要です。
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Ⅱ．補助手続の基本的な流れ

１．「補助金交付申請書」の提出

補助を希望する団体は、補助金交付申請書及び添付書類を受付期間内に提出してください。

※受付期間内に事業を実施する場合は、事業の実施日前までに提出しなければ補助金の交付は

受けられません。

なお、申請できる補助の件数は、１団体につき１件に限ります。

※名称が異なる団体であっても、実質的に同一と認められる場合は、同一団体とみなします。

＜提出書類＞

◎補助金交付申請書（様式第１号）・・・・・・・・・・・・・・・・・記入方法は、9ページ

◎添付書類(1)～(8)

(1) 団体の概要（様式第２号）・・・・・・・・・・・・・・・・・記入方法は、１０ページ

(2) 定款・寄附行為又はこれに類する規約等

(3) 団体の役員名簿（様式は任意）

(4) 構成団体名簿兼活動説明書（様式第２号の２）・・・・・・・・記入方法は、１１ページ

※複数団体が連合的な組織として補助金申請する場合のみ添付が必要

(5) 事業計画書（様式第３号）・・・・・・・・・・・・・・・・・記入方法は、１２ページ

(6) 家庭教育学習実施計画書（様式第３号－2）・・・・・・・・・記入方法は、１３ページ

※家庭教育支援事業の場合のみ添付が必要

(7) 収支予算書（様式第４号）・・・・・・・・・・・・・・・・・記入方法は、１４ページ

※補助を申請する事業に関わる収入・支出のみを記入してください。

補助を申請する事業に直接関係のない経費（団体の維持・運営、普段の活動、補助を申

請する事業とは別に開催する事業の経費 等）は記入しないでください。

※作成に当たっては、補助対象経費一覧表（２ページ）を必ず確認してください。

(8) その他市長が必要と認める書類

※過去に同様の事業を開催したことがある場合は、そのチラシ・開催要項等を参考資料

として添付してください。

２．補助金交付決定の通知 （令和８年７月末まで）

申請書類の審査を経て補助金の交付が決定した団体には、令和８年７月末までに補助金交付

決定の通知書で交付決定額をお知らせします。

※交付決定額は、申請時の予算書に基づいて算出した予定額です。実際に支払う補助金の額

（補助金確定額）は、実績報告時の決算に基づいて決定しますので、事業の収支状況によ

っては交付決定額よりも減額になる場合があります。

※事業実施中に、対象経費の合計が増額した場合でも、交付決定額を超えて補助金は出せま

せんので御注意ください。

＜受付期間＞

令和８年４月１日（水）から令和８年６月３０日（火）まで（必着）

申請書類は、表紙に記載している提出先へ持参・郵送・E メールにより提出してください。
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３．事業の実施

適正な会計経理のため、補助事業に関する収入・支出については、帳簿等を作成し管理して

ください。また、支出をした際は、補助対象経費・対象外経費を問わず、支出証拠書類（領収

証、レシート等）を支払先から必ず受け取って保管してください。

※領収書については、「領収書等について留意いただきたいこと（２２ページ）」をよく読

み、注意事項を確認してください。

※事業完了後に提出いただく実績報告書には、全ての支出について支出証拠書類の写しの添

付が必要です。支出証拠書類に不備がある（宛名が申請者と異なる、記載漏れの項目があ

る 等）支出は、事業経費として認められません。

※事業の実施に当たって、旭川市若しくは旭川市教育委員会から他の補助金・負担金の交付

又は会場使用料の減免を受けたときは、補助金交付決定の取消しとなりますので、注意し

てください。

事業が終了したら・・・

４．「補助事業実績報告書」の提出 （事業完了後速やかに）

補助事業とそれに関わる出納（この補助金の受領を除く。）の完了後は、補助事業実績報告

書及び添付書類を提出してください。

※実績報告書提出の最終期限は令和９年３月３１日です。この期限を過ぎると、補助金交付

決定の取消しとなりますので、事業完了後は速やかに作成し提出してください。

＜提出書類＞

◎補助事業実績報告書（様式第９号）・・・・・・・・・・・・・ 記入方法は、１５ページ

◎添付書類(1)～(6)

(1) 事業実施書（様式第１０号）・・・・・・・・・・・・・・記入方法は、１６ページ

(2) 家庭教育学習実績報告書（様式第１０号－２・３）

※家庭教育支援事業の場合のみ添付が必要・・・・・記入方法は、１７・１８ページ

(3) 収支決算書 （様式第１１号）・・・・・・・・・・・・・記入方法は、１９ページ

(4) 補助金精算書（様式第１２号）・・・・・・・・・・・・・記入方法は、２０ページ

(5) 整理表（領収書綴）及び支出証拠書類の写し・・・・・・

整理表（領収書綴） → 記入方法は、２１ページ

支出証拠書類の写し → 留意事項は、２２ページ

(6) その他市長が必要と認める書類

※事業のチラシやプログラム、チケット、実施状況が分かる写真等を添付してくださ

い。

５．補助金額確定の通知

実績報告書の審査により交付する補助金の額を確定し、補助金額確定の通知書でお知らせし

ます。
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６．請求書の提出

補助金は口座振込又は窓口払によりお支払いします。送付された請求書に補助金確定額、振

込先口座等を記載し提出してください。口座名義が会計担当者など、代表者と異なる場合は委

任状が必要となります。

７．補助金の受領

８．関係書類の保管 （令和１４年３月３１日まで保管）

補助事業の会計経理に関する書類・帳簿等のほか、この補助金の手続に関する一連の書類（旭

川市からの各種通知書、提出した書類の写し等）については、補助事業の完了の期日が属する

年度の翌年度の初日から５年間保存してください。

その他事項

(1) 概算払を必要とする場合

特別な事情により事業が完了する前に補助金の支払を受ける必要があると認められる場合

には、補助金の概算払（事業完了前の支払）を受けられることがありますので、御相談くだ

さい。

(2) 交付決定通知後に事業内容を変更又は廃止する場合

補助金の交付決定後に、事業の内容を変更又は廃止する場合については、変更前又は廃止

前に、補助事業内容変更等承認申請書及び添付書類を提出してください。

軽微な変更の場合は提出不要です。ただし、軽微な変更であっても、交付申請書提出時の

収支予算書（様式第４号）に記載した予算額に変更が生じるときは必ず提出してください。

※事業を廃止する場合は、既に支出した費用であっても補助金を交付することはできませ

ん。

＜提出書類＞

◎補助事業内容変更等承認申請書（様式第７号）・・・・・・・・記入方法は、２３ページ

◎添付書類(1)～(2)

(1) 変更後の収支予算書（様式第４号－2）

(2) その他市長が必要と認める書類

(3) 補助事業を実施できなくなった場合

補助金交付の要件に適合しなくなった場合（市から他の補助金や会場使用料の減免を受け

ることが決定した場合、団体の住所が市外に移転した場合 等）や、事業を最後まで実施で

きなくなった又は事業の一部を実施できなくなった場合は、速やかにお申出ください。

(4) 交付決定の取消し等について

補助金交付の要件に適合しないことや補助金の不適正な使用、交付決定の内容や条件に違

反していること等が判明した場合は、交付決定を取り消します。

補助金額の確定後や補助金の支払後にそれらの事実が判明した場合についても同様の取扱

いとし、支払った補助金については返還を求めます。
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Ⅲ．各種書類の作成 ～作成上の留意事項と記入方法～

１．書類作成に当たっての留意事項（各手続共通）

・書類は、必ず所定の様式を使用し、Ａ４サイズで作成してください（任意様式で可とするもの

を除く）。

・応募・申請に必要な所定の様式は、市のホームページからダウンロード（Word、PDF、Excel）

することも可能です。

・記載事項が多く欄内に収まらないときは、別紙を添付していただいても結構です。

・記載した内容を訂正するときは、訂正箇所に二重線を引いてください。修正液・修正テープ等

での修正は不可とします。

・書類を提出する前に各書類の控えを保管しておいてください。

２．記入方法等 ～目次～

・補助金交付申請書（様式第１号）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９

・団体の概要（様式第２号）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０

・構成団体名簿兼活動説明書（様式第２号の２）・・・・・・・・・・・・・・・ １１

・事業計画書（様式第３号）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２

・家庭教育学習実施計画書（様式第３号－２）・・・・・・・・・・・・・・・・・１３

・収支予算書（様式第４号）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４

・補助事業実績報告書（様式第９号）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５

・事業実施書（様式第１０号）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６

・家庭教育学習実績報告書一覧（様式第１０号－２）・・・・・・・・・・・・・・１７

・実績報告書（様式第１０号－３）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８

・収支決算書（様式第１１号）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９

・補助金精算書（様式第１２号）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０

・整理表（別紙様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１

・領収書等について留意いただきたいこと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２

・補助事業内容変更等承認申請書（様式第７号）・・・・・・・・・・・・・・・・２３

※ 市ホームページ

https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/kurashi/329/330/331/d081448.html
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（様式第１号）

補 助 金 交 付 申 請 書

○○年○○月○○日

（宛先）旭川市長

事務所所在地 〒○○○－○○○○

旭川市○○○ ○条○丁目○－○

団体の名称 ○○○○○合唱団

代表者職氏名 団長 ○○ ○○

（事業名） ○ ○ ○ ○ ○ 演 奏 会

上記事業の実施に際し、補助金の交付を受けたいので、関係書類を添えて申請します。

１ 補助金交付申請金額 ５０，０００ 円

２ 補助金の交付を申請する理由

○ ○ ○ ○ ○

（記入方法）
書類を提出する年月日を

記入してください。

（※事業実施日前である

ことを確認してくださ

い。）

申請金額は、次の要件を全て満たすことを確認し

記入してください。

１ 家庭教育支援事業の場合

・補助対象経費の１０分の１０以内であること

・補助上限額３万円以内であること

・１，０００円未満は切捨てとすること

２ その他の社会教育活動・文化芸術事業の場合

・補助対象経費の２分の１以内であること

・補助対象者の区分に応じた補助上限額（５万円、

１０万円又は３０万円）以内であること

・１，０００円未満は切捨てとすること
補助金の交付を申請する理由（補助金に

よって実現したいこと、得られる効果 な

ど）について具体的に記入してください。
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（様式第２号）

団 体 の 概 要

団 体 の 名 称
（ ふ り が な ） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ がっしょうだん

○ ○ ○ ○ ○ 合 唱 団

事務所所在地
〒 ○○○ － ○○○○

旭川市○○○ ○条○丁目 ○－○

電話（○○○○）○○－○○○○ FAX（○○○○）○○－○○○○

代表者職氏名
（ ふ り が な ）

連 絡 先

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

団 長 ○ ○ ○ ○

電話（○○○○）○○－○○○○

FAX （○○○○）○○－○○○○

〒 ○○○ － ○○○○

旭川市○○○ ○条○丁目 ○－○

事務取扱者氏名
（ ふ り が な ）

連 絡 先

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

事務局長 ○ ○ ○ ○

電話（○○○○）○○－○○○○

FAX （○○○○）○○－○○○○

〒 ○○○ － ○○○○

旭川市○○○ ○条○丁目 ○－○

構 成 員 数

又は

構 成 団 体 数

○○人 （うち旭川市民 ○○人）

※５団体以上で構成する連合的な組織の場合

○○団体 （うち旭川市に住所及び活動の本拠を置く団体 ○○団体）

団 体 の 目 的 ○○○○・・・

団体の主な活動

内容及び活動場所

主な活動内容

○○○○、△△△△、・・・

主な活動場所

○○○○

団体の活動実績 事業等の実施状況

○○年度○月 ○○○

○月 ○○○

○○年度○月 ○○○

○○年度○月 ○○○

※過去にこの補助金を受けて事業を実施したことがある場合は、直近の交付年度とその事業名を記入。

年度 事業名［ ］

（記入方法）

連合的な組織の場合は、加入している

団体の数、さらにそのうち市内に住所

及び活動の本拠を置く団体の数を記入

してください。

過去の主な事業の開催・参加状況等を記入し

てください。

（記入例）

・第○○回定期演奏会開催

（会場：○○○、来場者：○○人）

・△△文化祭出演（○○年から継続参加）

・□□コンクール出場（□□賞受賞） など

普段行っている活動の内容と主な活

動場所や主な練習場所を記入してく

ださい。

書類の受理後、記載内容等について確認を

させていただく場合がありますので、応募

に当たっては団体内でこの補助金の窓口

となる方１名を事務取扱者として決めて

ください。



- 11 -

N
o
.

分
野

団
体

名
代

表
者

団
体

所
在

地
主

な
活

動
場

所
（
活

動
の

本
拠

地
）

主
な

活
動

内
容

所
属

人
数

備
考

1
日

本
舞

踊
○

○
会

○
○

○
○

旭
川

市
○

条
○

丁
目

○
○

地
区

セ
ン

タ
ー

7
月

に
出

場
す

る
○

○
大

会
に

向
け

て
週

に
１

回
程

稽
古

を
行

っ
て

い
る

。
1
0
名

2
箏

▲
▲

会
▲

▲
▲

▲
旭

川
市

錦
町

○
丁

目
同

左
自

宅
に

お
い

て
随

時
稽

古
を

行
っ

て
い

る
。

3
名

3
油

絵
□

□
会

□
□

□
□

旭
川

市
神

楽
岡

○
条

○
丁

目
○

○
公

民
館

月
1
回

程
作

品
制

作
を

行
っ

て
い

る
。

5
名

4
吹

奏
楽

☆
☆

会
☆

☆
☆

☆
東

神
楽

町
○

○
C

o
C

o
D

e
1
0
月

に
○

○
演

奏
会

を
主

催
。

週
に

2
～

3
回

練
習

を
し

て
い

る
。

2
0
名

5

（
様

式
第

２
号

の
２

）
　

　
構

 成
 団

 体
 名

 簿
 兼

 活
 動

 説
 明

 書
　

構
成

団
体

の
過

半
数

が
，

「
団

体
所

在
地

」
・
「
主

な
活

動
場

所
」
が

と
も

に

「
旭

川
市

内
」
と

な
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

（
注

意
）
「

40
団

体
以

上
で

構
成

さ
れ

る
連

合
的

な
組

織
」
区

分
で

申
請

さ
れ

る
場

合
は

，
分

野
が

多
岐

に
わ

た
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。

普
段

の
活

動
内

容
，

活
動

の
回

数
，

出
場

・
開

催
す

る
発

表
・
展

示
・
大

会
等

の
名

称
等

を
記

載
し

て
く
だ

さ
い

。

記
　

載
　

例

（記入方法）

※
本
様
式
（
２
号
の
２
）
は
、
連
合
的
な
団
体
と
し
て
申
請

す
る
場
合
の
み
作
成
し
て
く
だ
さ
い
。



- 12 -

（様式第３号）

事 業 計 画 書

事 業 名 ○ ○ ○ ○ ○ 演 奏 会

事 業 の 目 的

○○○○・・・

後援・共催予定 後援：○○○○連盟、○○○○新聞社

事 業 区 分

該当する番号に○を付けること

(1) 家庭教育支援事業

⇒実施計画書（様式第３号－２）を添付し、以下は記載不要

(2) その他の社会教育事業又は文化芸術事業

⇒以下に記載

実施日又は会期 ○○年○○月○○日 ～ ○○年○○月○○日 １日間

実 施 場 所
○○○○○○ ○○ホール（旭川市○○ ○○条○○丁目）

※ホール等の場合 収容定数（席数）： ○○○ 人

参加予定人数

主催者以外の市民の参加機会を設けているか：□設けている □設けていない

参加者合計： ○○○ 人

・主催団体の参加者数 ○○○ 人

・主催団体以外の参加者数 ○○○ 人

事 業 内 容
事業詳細

備 考

（記入方法）

準備や報告書作成等に要する期間

は含めず、事業そのものの開催日又

は会期のみを記入してください。

＜講演会、研修会、シンポジウムの場合＞

式次第、内容、講師等出演者、参加対象者 などを記入

＜体験活動の場合＞

体験内容、講師、参加対象者 などを記入

＜公演（発表会、演奏会等）の場合＞

演目、構成、あらすじ、出演者、ゲスト・賛助出演者 などを記入

＜展示の場合＞

展示作品の種類（絵画、写真、生け花等）、展示点数、主な出品者・

作品名、出品規定（公募展の場合） などを記入

＜大会の場合＞

部門構成、出場規定、主な出場者、審査方法・基準 などを記入

事業を行うことによって、達成した

いこと、目指していること、見込ま

れる効果等について記入してくだ

さい。
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年
間

テ
ー

マ

所
属

ま
た

は
住

所
氏

  
  

  
名

１
○

月
○

日
2

栄
養

教
諭

に
よ

る
栄

養
講

座
子

ど
も

の
発

達
に

お
け

る
色

の
役

割
に

つ
い

て
学

ぶ
。

多
目

的
室

Ｂ
小

学
校

　
栄

養
教

諭
役

員
○

人
①

講
義

・
講

演

２
○

月
○

日
2

お
い

し
く
野

菜
を

食
べ

よ
う

！
講

義
と

調
理

実
習

を
通

し
て

不
足

し
が

ち
な

野
菜

料
理

を
日

常
に

取
り

入
れ

る
た

め
の

方
法

を
学

ぶ
。

家
庭

科
室

旭
川

市
栄

養
士

○
川

　
○

郎
　

氏
○

人
①

講
義

・
講

演
④

体
験

学
習

３
○

月
○

日
2

歯
か

ら
は

じ
め

る
健

康
づ

く
り

講
義

を
通

し
て

歯
と

口
の

健
康

づ
く
り

に
つ

い
て

学
ぶ

。
多

目
的

室
旭

川
市

歯
科

衛
生

士
○

川
　

○
子

　
氏

○
人

①
講

義
・
講

演

４
○

月
○

日
2

子
ど

も
の

運
動

講
座

子
ど

も
の

発
達

に
合

わ
せ

た
運

動
を

子
ど

も
と

保
護

者
が

学
ぶ

。
体

育
館

○
○

体
操

ク
ラ

ブ
□

川
　

□
郎

　
氏

○
人

④
体

験
学

習

５
○

月
○

日
2

子
ど

も
と

メ
デ

ィ
ア

の
関

わ
り

方
メ

デ
ィ

ア
が

子
ど

も
に

与
え

る
影

響
に

つ
い

て
，

意
見

交
流

を
行

う
。

多
目

的
室

家
庭

教
育

ク
ラ

ブ
役

員
役

員
○

人
②

話
し

合
い

６
○

月
○

日
2

評
価

と
反

省
今

年
度

の
学

習
の

評
価

と
反

省
を

行
い

，
次

年
度

の
学

習
内

容
に

つ
い

て
話

し
合

う
。

多
目

的
室

家
庭

教
育

ク
ラ

ブ
役

員
役

員
○

人
②

話
し

合
い

７ ８ ９ １
０

（
様

式
第

３
号

－
２

）

家
庭

教
育

学
習

実
施

計
画

書

団
　

体
　

名
Ｂ

小
家

庭
教

育
ク

ラ
ブ

食
育

と
健

康

講
　

師
　

・
　

指
　

導
　

者
　

等

合
　

　
　

計

回
月

　
　

日
学

習
時

間
学

習
テ

ー
マ

ね
　

　
　

ら
　

　
　

い
実

施
場

所
参

加
予

定
人

数
取

り
入

れ
た

学
習

方
法

※
「
家
庭
教
育
支
援
事
業
」
は
，
保
護
者
等
に
家
庭
教
育
に
関
す
る
学
習
機
会
を
提
供
す
る
事
業
を
指
し
ま
す
。

※
子
ど
も
を
主
な
対
象
と
す
る
事
業
は
，
「
家
庭
教
育
支
援
事
業
」
で
は
な
く
，
「
そ
の
他
の
社
会
教
育
事
業
」
と
な
り
，

　
補
助
要
件
や
補
助
額
，
提
出
書
類
が
異
な
り
ま
す
。

参
加

予
定

人
数

に
は

，
保

護
者

等
の

人
数

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
（
子

ど
も

は
含

め
な

い
）
。

保
護

者
が

家
庭

で
の

教
育

に
活

用
で

き
る

学
習

内
容

と
な

る
よ

う
に

設
定

し
て

く
だ

さ
い

。

３
種

類
以

上
の

学
習

方
法

を
取

り
入

れ
て

く
だ

さ
い

。

（記入方法）
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（様式第４号）

収 支 予 算 書

（事業名） ○ ○ ○ ○ ○ 演 奏 会

収 入 の 部 （単位：円）

支 出 の 部 （単位：円）

費 目 金 額 積 算 内 訳

旭川市補助金 ５０，０００

団体自己負担金 ９４，０００ 団体の年間活動費から負担

入場料収入 ３２６，０００ 一般700円×430枚、学生500円×50枚

広告料収入 ３０，０００

合 計 ５００，０００

費 目 金 額 積 算 内 訳

補

助

対

象

経

費

報償・出演費 ４０，０００ 指揮者・伴奏者・スタッフ等謝礼、ゲスト出演料

通信運搬・輸送費 ３０，０００ 楽器運搬３０千円

手数料 ３５，０００ ピアノ調律20千円、著作権使用料15千円

使用・賃借料 ２００，０００
ホール・備付物件使用140千円、控室使用30千円

楽器・衣装借料30千円

広告・宣伝・製本費 １0５，０００ ポスター・チケット・プログラム製作

舞台・設営費 １０，０００ 舞台飾付10千円

小 計 ４2０，０００

補
助
対
象
外
経
費

団体構成員報償 １０，０００ 講師・スタッフ謝礼

事務局経費 3０，０００ 事務連絡、事業計画資料作成等

食料費 ２０，０００ 出演者・スタッフ飲物代、ゲスト等楽屋用茶菓

事前練習費 ２０，０００ 出演者合同練習会場使用料、指導講師謝礼等

小 計 ８０，０００

合 計 ５００，０００

収入の部・支出の部ともに、積算内

訳欄には各費目の内容及び金額の

算出根拠を可能な限り詳しく記入

してください。

２ページ「補助対象経費一覧表」の費目名・区分に基づいて各経費を分類してください。

なお、一覧表中に該当がない経費については、ご相談ください。

収入の部の合計と支出の部の合計が

一致するようにしてください。

（記入方法）
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（様式第９号）

補 助 事 業 実 績 報 告 書

○○年○○月○○日

（宛先）旭川市長

事務所所在地 〒○○○－○○○○

旭川市○○○ ○条○丁目○－○

団体の名称 ○○○○○合唱団

代表者職氏名 団長 ○○ ○○

（事業名） ○ ○ ○ ○ ○ 演 奏 会

○○年○○月○○日付け旭教○指令第○○号により補助金の交付決定を受けた上記事業に

ついては、○○年○○月○○日完了したので、関係書類を添えて報告します。

１ 補助金交付決定額 金 ５０，０００ 円

２ 補助金既交付額 金 ０ 円

（記入方法）

書類を提出する年月日を

記入してください。

補助金交付決定の通知書の右上に記載された日付と

文書記号・番号を記入してください。

補助事業とそれに関わる出納（この補

助金の受領を除く。）が完了した日付

を記入してください。

補助金交付決定の通知書に記載され

た決定額を記入してください。

０（ゼロ）を記入してください。

（※特別な事情により概算払を受け

た場合のみ概算払の額を記入）
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（様式第１０号）

事 業 実 施 書

事 業 名 ○ ○ ○ ○ ○ 演 奏 会

団 体 の 名 称 ○ ○ ○ ○ ○ 合 唱 団

事務所所在地
〒 ○○○ － ○○○○

旭川市○○○ ○条○丁目 ○－○

代表者職氏名

連 絡 先 団 長 ○ ○ ○ ○

電話（○○○○）○○－○○○○

FAX （○○○○）○○－○○○○

事務取扱者氏名

連 絡 先 事務局長 ○ ○ ○ ○

電話（○○○○）○○－○○○○

FAX （○○○○）○○－○○○○

事 業 区 分
該当する番号に○を付けること

(1) 家庭教育支援事業

⇒実績報告書（様式第１０号－２・３）を添付し、以下は記載不要

(2) その他の社会教育事業又は文化芸術事業

⇒以下に記載

実施日又は会期 ○○年○○月○○日 ～ ○○年○○月○○日 １日間

実 施 場 所

○○○○○○ ○○ホール（旭川市○○ ○○条○○丁目）

※ホール等の場合 収容定数（席数）： ○○○ 人

参 加 人 数
参加者合計： ○○○ 人

・主催団体の参加者数 ○○○ 人

・主催団体以外の参加者数 ○○○ 人

※ホール等で実施の場合

入場率（＝入場者数÷収容定数×100）： ○○ ％

実 施 内 容

＜実施内容＞

○○○○○・・・

＜事業実施の成果＞

○○○○○・・・

＜今後の課題・その他＞

○○○○○・・・

（記入方法）

申請書に添付した事業計画書（様式第３号）の

「事業内容」欄に記入した内容を参照し、実際

に行ったことについて記入してください。

事業の実施によって、どのような効

果が得られたか、当初の目的は達成

できたか、参加者の反応、今後の活

動に活かしたいこと等について記

入してください。
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所
属

ま
た

は
住

所
氏

名

１
○

月
○

日
2

栄
養

教
諭

に
よ

る
栄

養
講

座
子

ど
も

の
発

達
に

お
け

る
色

の
役

割
に

つ
い

て
学

ん

だ
。

多
目

的
室

Ｂ
小

学
校

　
栄

養
教

諭
役

員
○

人
①

講
義

・講
演

２
○

月
○

日
2

お
い

し
く
野

菜
を

食
べ

よ
う

！
講

義
と

調
理

実
習

を
通

し
て

不
足

し
が

ち
な

野
菜

料
理

を
日

常
に

取
り

入
れ

る
た

め
の

方
法

を
学

ん
だ

。
家

庭
科

室
旭

川
市

栄
養

士
○

川
　

○
郎

　
氏

○
人

①
講

義
・講

演
④

体
験

学
習

３
○

月
○

日
2

歯
か

ら
は

じ
め

る
健

康
づ

く
り

歯
と

口
の

健
康

づ
く
り

に
つ

い
て

，
講

義
を

通
し

て
学

ん

だ
。

多
目

的
室

旭
川

市
歯

科
衛

生
士

○
川

　
○

子
　

氏
○

人
①

講
義

・講
演

４
○

月
○

日
2

子
ど

も
の

運
動

講
座

子
ど

も
の

発
達

に
合

わ
せ

た
運

動
を

子
ど

も
と

保
護

者

で
楽

し
み

な
が

ら
学

ん
だ

。
体

育
館

○
○

体
操

ク
ラ

ブ
□

川
　

□
郎

　
氏

○
人

④
体

験
学

習

５
○

月
○

日
2

子
ど

も
と

メ
デ

ィ
ア

の
関

わ
り

方
①

子
ど

も
の

メ
デ

ィ
ア

の
使

用
に

つ
い

て
，

各
家

庭
の

実

態
を

話
し

合
っ

た
。

多
目

的
室

家
庭

教
育

ク
ラ

ブ
役

員
役

員
○

人
②

話
し

合
い

６
○

月
○

日
2

子
ど

も
と

メ
デ

ィ
ア

の
関

わ
り

方
②

メ
デ

ィ
ア

が
子

ど
も

に
与

え
る

影
響

に
つ

い
て

，
意

見
交

流
を

行
っ

た
。

多
目

的
室

家
庭

教
育

ク
ラ

ブ
役

員
役

員
○

人
②

話
し

合
い

７
○

月
○

日
2

評
価

と
反

省
今

年
度

の
学

習
の

評
価

と
反

省
を

行
い

，
次

年
度

の
学

習
内

容
に

つ
い

て
話

し
合

っ
た

。
多

目
的

室
家

庭
教

育
ク

ラ
ブ

役
員

役
員

○
人

②
話

し
合

い

８ ９ １
０

（
様

式
第

１
０

号
－

２
）

家
庭

教
育

学
習

実
績

報
告

書
一

覧

団
　

体
　

名
Ｂ

小
家

庭
教

育
ク

ラ
ブ

講
　

師
　

・　
指

　
導

　
者

　
等

合
　

　
　

計

成
　

果
　

と

今
後

の
課

題

Ｂ
小

学
校

の
保

護
者

が
，

子
ど

も
の

発
達

に
お

け
る

食
の

役
割

や
運

動
方

法
，

不
足

し
が

ち
な

栄
養

の
取

り
入

れ
方

，
歯

と
口

の
健

康
な

ど
に

つ
い

て
学

び
，

家
庭

で
実

践
す

る
き

っ
か

け
づ

く
り

や
意

識
を

高
め

る
こ

と
が

で
き

た
。

メ
デ

ィ
ア

が
与

え
る

影
響

に
つ

い
て

の
意

見
交

換
を

行
っ

た
が

，
子

ど
も

の
発

達
に

与
え

る
影

響
に

つ
い

て
の

専
門

的
な

知
識

を
身

に
付

け
る

こ
と

は
で

き
な

か
っ

た
の

で
，

次
回

は
講

師
を

招
い

た
学

習
を

取
り

入
れ

た
い

。

回
　

月
　

日
学

習
時

間
学

習
テ

ー
マ

内
　

　
　

　
　

容
実

施
場

所
参

加
人

数
取

り
入

れ
た

学
習

方
法

成
果

に
は

，
参

加
し

た
保

護
者

等
の

意
識

や
行

動
が

ど
の

よ
う

に
な

っ
た

か
を

記
入

し
て

く
だ

さ
い

。

参
加

人
数

に
は

，
参

加
し

た
保

護
者

等
の

人
数

を
記

入
し

て
く

だ
さ

い
（
子

ど
も

は
含

め
な

い
）
。

（記入方法）
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（記入方法）
（様式第１０号－３）

（記入者　　○○○○　　　　　　）

学習テーマ

《ねらい・対象》 ○：　○　　～　□　：□　　　

B小学校保護者を対象として, （　　　２時間　　分）

○月　○日 子どもの発達における食の役割について学ぶ。 Ｂ小学校各教室

（　□曜日） 《講師等》

〇〇小学校　栄養教諭 場　所

《内　　容》

○○小学校　栄養教諭による,食育講座。

《参加者の声》 《評価・反省》

（話し合い・アンケート・その他（　　　　　　　　　）） ①学習内容について

②運営について

参加者数

　　実 績 報 告 書　　（第○回目）

　団体名　B小家庭教育クラブ

栄養教諭による栄養講座

合計○名　　（内訳：男性　　□名／女性　　△名／大人　　○名／子ども　　▼名）

時　間

学習内容を記載して
ください。

該当する方法に○をして，

参加者の声を記載してくだ
さい。

学習内容と運営について，

それぞれ評価と反省を記載
してください。

学習活動日１日につき１枚，
報告書を作成してください。
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（様式第１１号）

収 支 決 算 書

（事業名） ○ ○ ○ ○ ○ 演 奏 会

収 入 の 部 （単位：円）

支 出 の 部 （単位：円）

費 目 予算額（A） 決算額（B） 増減(B)－(A) 内 訳

旭川市補助金 50，000 50，000 0

団体自己負担金 94，000 91，848 △2，152 団体の年間活動費から負担

入場料収入 326，000 344，400 18，400 一般700円×452、学生500円×56

広告料収入 ３0，000 15，000 △15，000 5，000円×3件

合 計 500，000 501，248 1，248

費 目 予算額（A） 決算額（B） 増減(B)－(A) 内 訳

補

助

対

象

経

費

報償・出演費 40，000 42，000 2，000 指揮者等謝礼・出演料

通信運搬・輸送費 30，000 26，560 △3，440 楽器運搬

手数料 35，000 33，596 △1，404 ピアノ調律料、著作権使用料

使用・賃借料 200，000 195，410 △4，590

ホール・備付物件・控室使用

料

楽器・衣装借用

広告・宣伝・製本費 105，000 124，702 19，702 広告掲載料、チケット等製作

舞台・設営費 10，000 19，380 9，380 舞台飾付等

原材料費 0 1，080 1，080 舞台飾付材料費

小 計 420，000 (a) 442，728 22，728

補
助
対
象
外
経
費

団体構成員報償 10，000 0 △10，000

事務局経費 30，000 25，158 △4，842 連絡文書送付、資料コピー等

食糧費 20，000 12，712 △7，288 出演者・スタッフ等飲物代等

事前練習費 20，000 20，650 650 合同練習会場使用料等

小 計 80，000 58，520 △21，480

合 計 500，000 (b) 501，248 1，248

（記入方法）

予算額は収支予算書（様式第４号）

に記入した各金額を記入してくだ

さい。予算段階で費目を設定して

いなかった収入・支出があった場

合は、新しく費目を設け予算額を

０円として計上してください。

収入の部の内訳欄には、

財源や決算額の内訳をで

きる限り詳しく記入して

ください。

交付決定額を決算額

として記入。

支出の部の内訳欄には、実

際に支出した内容を記入

してください。
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（様式第１２号）

補 助 金 精 算 書

（事業名） ○ ○ ○ ○ ○ 演 奏 会

※ 概算払を受けた場合は、以下を記入してください。

なお、⑨の額がマイナスとなった場合は、補助金を返還していただきます。

項 目 算定式、記入方法等 計

補助事業に要した

経費 ①
収支決算書の(b) ５０１，２４８ 円

補助対象経費

②
収支決算書の(a) ４４２，７２８ 円

補助率により算出

した補助金額 ③

②×１/２ ※１円未満切捨て

ただし、家庭教育支援事業の場合

は記載不要

２２１，３６４ 円

補助金交付決定額

④

補助金交付決定の通知書（様式第５

号）に記載している交付決定額。ただし、

変更等があった場合は変更後の額

５０，０００ 円

剰余金の額

⑤

収入の「補助金交付決定額＋その

他収入決算額」の合計額－支出の

決算合計額

０ 円

補助金交付決定額

と剰余金の額の差

⑥

④ － ⑤ ５０，０００ 円

補助金精算額

⑦

②、③、④、⑥のうち、最も低い額

※1,000 円未満切捨て

マイナスの場合は「０」を記入

５０，０００ 円

補助金受領済額

⑧
概算払額 円

補助金精算額に対

する受領未済額

⑨

⑦ － ⑧ 円

（記入方法）
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（別 紙）

整 理 表（ 領 収 書 綴 ）

（支出費目名） 広告・宣伝・製本費

※ 日付順に記載し、各支払に対応する支出証拠書類の写しを添付してください。

番号 月日 摘 要 支 払 先 金 額（円） 備 考

１ ○／○ ポスター・チラシ作成 ○○○○ 社 ○○，○○○ 内訳別添

２ ○／○ チケット印刷 ○○○○ 印刷所 ○○，○○○ ○○円×○○枚

３ ○／○ プログラム印刷 ○○○○ 印刷所 ○○，○○○ ○○円×○○部

４ ○／○ 広告掲載料 ○○○ 社 ○○，○○○ ○○円×○回

５ ○／○ 広告折込み ○○○ 新聞社 ○，○○○

６ ○／○ ○○○○ ○○○○ ○○，○○○

合 計 124，702

整理表は支出費目ごとに

作成してください。

収支決算書（様式第１１号）に記

入した当該費目の決算額と一致

することを確認してください。

添付する領収書等には日付順に

番号を付け、整理表にはその番号

順に記入してください。

（記入方法）
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領収書等について留意いただきたいこと

支出証拠書類（領収書・レシート等）は、収支決算書に記入された経費が適正に支出され、か

つ支払先に確実に受領されていることを確認するために添付いただくものです。

そのため、支出証拠書類の記載内容等に不備があると、十分な確認作業ができず、補助対象と

なるはずであった支出も補助対象外経費として認定せざるを得ない場合があります。

支払先から領収書を徴収するときは、次の点を必ず確認するようにしてください。

(1) 支払先から徴収する領収書・レシート等には日付・支払者名（※補助金申請者と名義が一

致していること）・金額・購入内容・領収者名が記載されていることを、特に領収書につい

ては領収印が押印されていることを確認してください。（不備がある領収書は、対象外経費

として計上してください。必要に応じて内容等を確認させていただく場合があります。）

(2) 領収書・レシート等で、購入内容に関する具体的な記載がないもの（例えば、「お品

代」、「１００円商品」の記載になっているものなど）につきましては、購入内容を明記し

た請求内訳書や納品書等も合わせて提出してください。なお、請求内訳書等の提出も難しい

場合は、整理表（記入方法２１ページ）の備考欄又はレシート等の余白に具体的な購入内容

を記載し、支払の使途が確認できるようにしてください。

(3) 補助の対象となるのは、令和８年度中に支払われた経費に限ります。この年度以外の日付

で支払をされた経費につきましては、補助の対象外となりますので、注意してください。

（この場合は、対象外経費として計上してください。）

＜領収書の例＞

領 収 書

○○○○合唱団 様 ○○年○○月○○日

金額 ○○，○○○ 円

但し ○○○○○○ 代として 上記金額正に領収致しました。

旭川市○○○ ○条○丁目○－○

○○○○ ○○○ □印

宛名として申請団体の名称がきちんと記載さ

れていますか？（※「上様」、会員や役員等の

個人名、立替払をした人の名前等は不可）

支払をした年月日が正しく記載さ

れていますか？

支払の内容又は品目が具体的に記

載されていますか？（※「品代」、

「１００円商品」等の記載のみで

は不十分）

金額は正確ですか？（※金額

が訂正されたものは不可）

支払った相手の氏名や店名はきち

んと記載されていますか？

押印（受領印）は漏れてい

ませんか？
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（様式第７号）

補助事業内容変更等承認申請書

○○年○○月○○日

（宛先）旭川市長

事務所所在地 〒○○○ － ○○○○

旭川市○○○ ○条○丁目 ○－○

電話番号 （○○○○）○○－○○○○

団体の名称 ○○○○○合唱団

代表者職氏名 団長 ○○ ○○

○○年○○月○○日付け旭教○指令第○○号により補助金の交付決定を受けた事業につい

て、次のとおり 変更・廃止 したいので関係書類を添えて申請します。

１ 事業名 ○ ○ ○ ○ ○ 演 奏 会

２ 補助金交付決定額 ５０，０００ 円

３ 事業の実施日又は会期 ○○年○○月○○日 ～ ○○年○○月○○日

４ 変更の内容

(1) ○○○○○の変更

（変更前）○○○○・・・

（変更後）○○○○・・・

(2) 事業内容への ○○○○○ の追加とそれに伴う予算額の変更

５ 変更・廃止 の理由

(1) ○○○○・・・

(2) ○○○○・・・

（記入方法）
書類を提出する年月日を

記入してください。

（※変更又は廃止より前

に提出が必要です。）

補助金交付決定の通知書の右上に

記載された日付と文書記号・番号を

記入してください。

当てはまる方を○で囲んでください。

事業名又は実施日を変更したい場合

は、変更前（交付申請時）の名称又は

年月日を記入してください。

変更したい事項や変更後の事業内容が分

かるよう詳しく記入してください。事業

を廃止する場合は記入不要です。


